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認可外保育施設に関連する現行制度

（認可基準・定員規模）
○ 現行制度においては、認可保育所に対して児童福祉施設最低基準の遵守を求めており、同基準を満たさなけ

れば、認可は行われない。（※児童福祉施設最低基準 → Ｐ4）
※ 一方で、保育所認可には、都道府県知事の裁量が比較的広く認められており、必要な客観基準を満たす場合であっても、
認可されないことはあり得る。（→※第１３回（10/6)の課題）

○ また、認可保育所の定員規模は、６０人以上を原則。都市部の要保育児童が多い地区で低年齢時を一定割
合以上受け入れる場合や、過疎地域など一定の要件を満たす場合に、例外的に２０人まで定員規模を引き下げ。

（認可外保育施設の類型）

○ 認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく都道府県知事の認可を受けていない保育施設全般をさしており、

以下のような類型に区分することがある。
(1) 事業所内保育施設 （ex：院内保育施設等）
(2) ベビーホテル（※①夜8時以降の保育、②宿泊を伴う保育、③利用児童の半数以上が一時的利用、のいずれかに該当する施設）

(3) その他

○ こうした認可外保育施設の中には、自治体独自の基準による補助を受けている施設もある。
（ex：東京都認証保育所や横浜保育室等のいわゆる「自治体単独保育室」）

○ また、認定こども園の中には、保育所部分について認可を受けていない類型（幼稚園型又は地方裁量型）があり、
これらの保育所部分についても、認可外保育施設の一類型である。


